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３ 共生社会実現に向けた障害者理解の促進について 

 

障害者差別解消法においては、全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障

害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取

り除くことが重要であるとされている。 

このため、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の

不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消

に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、

障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的

に取り組むことを促している。 

また、 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会には、

国内のみならず国外からも、多数の選手や観客が集い、その中には

障害者や支援の必要な方もいることから、障害者理解と合理的配慮

の機運を醸成し、障害者や支援の必要な方への理解と思いやりの心

をもった対応が求められる。 

さらに、支援を必要としていることが外見からは分からない方へ

の配慮も必要である。 

このため、障害者に関するマークの普及促進を図るなどにより、

社会全体に障害者理解と合理的配慮の機運を醸成していくことが求

められる。 

ついては、外見から分からなくても、周囲の人に配慮を必要とし

ていることを知らせることができるヘルプマークや困ったことを伝

えにくい人などが周囲の人に配慮や手助けをお願いしやすくするヘ

ルプカードをはじめ、障害及び障害者に対する理解を促進するため

の啓発・周知のためのマーク等について、一層の普及を図られたい。 
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最大限に発揮できる制度とすること。 

 

11 直轄事業負担金制度の改革 

直轄事業負担金制度は、直轄事業が全国的視野の下に国家的政

策として実施されながら、地方自治体に対して個別に財政負担を

課すものであることから、国と地方の役割分担等の見直しや地方

への権限と財源の一体的な移譲とあわせ、制度の廃止など抜本的

な改革を速やかにかつ確実に進めること。 

また、その際には、社会資本整備の着実な実施に配慮した新た

な仕組みづくりに向けて、「国と地方の協議の場」等を通じて、

地方と十分に協議をすること。 
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